
交
通
政
策
基
本
法
及
び
強
く
し
な
や
か
な
国
民
生
活
の
実
現
を
図
る
た
め
の
防
災
・
減
災
等
に
資
す
る

国
土
強
靱
化
基
本
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

令

和

二

年

十

二

月

一

日

参
議
院
国
土
交
通
委
員
会

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
じ
、
そ
の
運
用
に
万
全
を
期

す
べ
き
で
あ
る
。

一

交

通

が

国

民

の

通

勤

通

学

等

日

常

生

活

の

移

動

手

段

及

び

社

会

経

済

活

動

の

基

盤

で

あ

る

こ

と

に

鑑

み
、
人
口
減
少
が
進
む
中
に
お
い
て
も
地
域
経
済
の
活
性
化
並
び
に
地
域
社
会
の
維
持
及
び
発
展
を
図
る

と
と
も
に
、
交
通
に
お
け
る
防
災
・
減
災
を
推
進
す
る
た
め
、
基
幹
的
な
高
速
交
通
網
の
形
成
と
活
用
、

地
域
内
及
び
地
域
間
の
交
流
及
び
物
資
の
流
通
の
促
進
に
資
す
る
国
内
交
通
網
及
び
輸
送
に
関
す
る
拠
点

の
形
成
、
交
通
事
業
者
の
経
営
基
盤
の
強
化
、
人
材
の
確
保
等
に
必
要
な
財
政
、
税
制
、
金
融
、
料
金
体

系
見
直
し
等
の
各
種
支
援
策
の
一
層
の
充
実
に
努
め
る
こ
と
。

二

地
域
公
共
交
通
に
よ
り
経
済
活
性
化
、
観
光
振
興
、
健
康
増
進
等
多
面
的
に
効
果
が
波
及
す
る
ク
ロ
ス

セ
ク
タ
ー
効
果
が
発
揮
さ
れ
る
一
方
、
地
域
公
共
交
通
事
業
者
の
経
営
が
非
常
に
厳
し
い
状
況
に
鑑
み
、

地
域
公
共
交
通
の
利
用
促
進
を
図
り
、
そ
の
活
性
化
及
び
再
生
の
た
め
の
更
な
る
施
策
を
講
ず
る
と
と
も

に
、
地
域
公
共
交
通
の
利
便
性
及
び
安
全
性
の
向
上
等
に
関
す
る
事
業
者
の
取
組
に
対
し
て
更
な
る
支
援

の
強
化
に
努
め
る
こ
と
。



三

交
通
事
業
に
お
け
る
人
材
確
保
が
困
難
と
な
っ
て
い
る
状
況
に
鑑
み
、
交
通
事
業
の
従
事
者
の
賃
金
及

び
労
働
時
間
等
を
含
む
労
働
条
件
の
改
善
並
び
に
人
材
の
育
成
・
確
保
の
た
め
の
支
援
に
努
め
る
こ
と
。

特
に
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
経
営
環
境
が
悪
化
し
て
い
る
交
通
事
業
者
に
お
い

て
雇
用
の
維
持
が
可
能
と
な
る
よ
う
引
き
続
き
強
力
に
支
援
す
る
こ
と
。

四

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
下
に
お
い
て
も
交
通
が
十
分
に
確
保
さ
れ
る
よ
う
、
交
通
事
業

の
従
事
者
や
旅
客
の
感
染
症
対
策
の
一
層
の
推
進
も
含
め
、
交
通
事
業
に
対
す
る
柔
軟
か
つ
機
動
的
な
支

援
を
充
実
す
る
こ
と
。
ま
た
、
感
染
症
対
策
の
推
進
に
当
た
っ
て
は
、
科
学
的
知
見
に
基
づ
い
た
安
心
感

の
醸
成
に
向
け
て
、
事
業
者
と
連
携
し
て
取
組
を
推
進
す
る
こ
と
。

五

自
然
災
害
に
よ
り
被
災
し
た
交
通
サ
ー
ビ
ス
及
び
交
通
イ
ン
フ
ラ
の
早
期
復
旧
を
図
る
た
め
、
人
材
及

び
代
替
交
通
手
段
の
確
保
、
交
通
イ
ン
フ
ラ
の
復
旧
の
推
進
等
に
係
る
事
業
者
の
取
組
の
更
な
る
支
援
の

強
化
に
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
国
土
強
靱
化
の
観
点
か
ら
、
再
度
災
害
防
止
の
た
め
の
改
良
復
旧
等
を
対

象
と
す
る
支
援
制
度
の
整
備
及
び
運
用
改
善
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
。

六

高
速
交
通
網
の
形
成
に
当
た
っ
て
は
地
域
住
民
の
理
解
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
事
業
の
必
要

性
や
工
事
の
進
め
方
等
に
つ
い
て
事
業
主
体
と
住
民
そ
の
他
の
関
係
者
と
の
間
で
十
分
な
協
議
を
行
う
た

め
の
場
を
設
け
る
等
の
環
境
整
備
を
行
い
、
計
画
段
階
及
び
工
事
段
階
の
双
方
に
お
け
る
関
係
者
間
の
合

意
形
成
に
努
め
る
こ
と
。

七

高

齢

者

、

障

害

者

、

妊

産

婦

等

の

円

滑

な

移

動

の

た

め

に

介

助

を

要

す

る

場

合

に

対

し

、

交

通

事

業



者
、
行
政
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
等
の
連
携
の
下
、
安
全
を
確
保
し
、
支
え
て
い
く
た
め
の
取
組
を
推
進

す
る
こ
と
。
特
に
障
害
者
に
つ
い
て
は
、
公
共
交
通
機
関
の
利
用
が
拡
大
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
車
椅
子

使
用
者
や
視
覚
障
害
者
を
は
じ
め
と
す
る
移
動
制
約
者
と
事
業
者
双
方
と
の
対
話
を
重
ね
た
上
で
介
助
の

在
り
方
を
明
確
化
す
る
な
ど
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


